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１．東京湾、大阪湾の基本構想について

○従来の対応
国が東京湾、大阪湾毎の構想を策定し、湾内の個別港湾の港湾計画の審議

と同時に必要に応じて審議会に報告。

○今回の対応
国（整備局）が策定する東京湾、大阪湾の基本構想に関し、検討内容の主要

事項を中間段階において審議会に報告し、意見を得て検討・策定する。
国（整備局）が策定した基本構想は、再度、審議会に報告する。

・個別の港湾計画や個別施策に反映
・コンテナ物流、環境、防災等広域的な対応が必要な施策を効率的かつ効果的に実施

２．スケジュール
平成１７年 ３月 進め方報告

５～７月 基本構想主要事項 報告
平成１８年 ３月 基本構想 報告

個別港湾計画 審議

○国（整備局）と東京湾、大阪湾の港湾管
理者からなる連携協議会や、有識者も交
えた懇談会等における検討内容の主要事
項を中間段階で審議会に報告し、意見を
得る。

○平成16年「港湾の開発、利用及び保全並び
に開発保全航路の開発に関する基本方針の変更」
・地域の港湾間の連携の方針
・コンテナ貨物量の見通し

○東京湾、大阪湾の主要港湾において、平成17
年度末に港湾計画を改訂予定


